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１ 共通事項 

消火剤の成分及び性状は、消火器用消火剤の技術上の規格を定める省令（昭和 39 年自治

省令第 28 号）第７条に適合した検定品であること。 

 

２ 全域放出方式 

⑴ 貯蔵容器等（消火剤の貯蔵容器又は貯蔵タンクをいう。以下この項において同じ。）の

設置場所 

第８．「不活性ガス消火設備」.１.⑵を準用すること。 

⑵ 貯蔵容器等 

省令第 21 条第４項第３号の規定によるほか、次によること。 

ア 高圧ガス保安法令に適合するものであること。 

イ 加圧式貯蔵容器等に設ける省令第 21 条第４項第３号ニ、第７号ホ(ヘ)及び第５項に

規定する放出弁は、「不活性ガス消火設備等の放出弁の基準」（平成７年消防庁告示第１

号）に適合すること。 

なお、原則として認定品を使用すること。◆ 

⑶ 選択弁 

省令第 21 条第４項第 11 号に規定する選択弁は、第８．「不活性ガス消火設備」．１．

⑷を準用すること。 

⑷ 容器弁等 

省令第 21 条第４項第３号ロ及びハ、第５号の２並びに第１２号に規定する容器弁、安

全装置及び破壊板（以下この項において「容器弁等」という。）は、「不活性ガス消火設備

等の容器弁、安全装置及び破壊板の基準」（昭和 51 年消防庁告示第９号）に適合すること。 

なお、原則として認定品を使用すること。◆ 

⑸ 配管等◆ 

配管等は、省令第 21 条第４項第７号の規定によるほか、次によること。 

ア 起動の用に供する配管で、起動用ガス容器と貯蔵容器との間には、当該配管に誤動作

防止のため 逃し弁（リリーフバルブ）を設けること。 

イ 主管からの分岐部分から各ヘッドに至るまでの配管は、原則として放射圧力が均一と

なるようトーナメント形式とし、かつ、末端の取付けヘッド数を２個以内とすること

（別図第 10－１参照）。 

なお、有効な三方分岐管等を使用した場合は３個とすることができる。 

ウ 配管を分岐する場合は、粉末容器側にある屈曲部分から管径の 20 倍以上の距離をと

ること。ただし、粉末消火剤と加圧ガスの分離を防止できる配管方式（別図 10－２参

照）とした場合 は、この限りでない。 

エ 使用する配管の口径等は、省令第 21 条第４項第 18 号の規定に基づく告示基準が示

されるまでの間、５の消火剤放射時の圧力損失計算等により算出された配管の呼び径と

すること。 

⑹ 防護区画の構造等 

第８．「不活性ガス消火設備」．１．⑼を準用すること。 

⑺ 制御盤等 

第８．「不活性ガス消火設備」．１．⑾（ア．(ｱ)及びイ．(ｱ)．ｇを除く）を準用する

こと。 
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⑻ 圧力調整器◆ 

省令第 21 条第４項第８号に規定する圧力調整器は、次によること。 

ア 圧力調整器には、指示圧力が一次側にあっては 24.5MPa 以上、二次側にあっては調

整圧力 に見合った圧力計を取り付けること。 

イ 容器開放の際、二次圧力をおおむね 1.5MPa ないし 2.0MPa に減圧し、貯蔵容器等に

導入すること。 

ウ 圧力調整器は、有効放出時間において、放射圧力の 15％減まで維持できる流量性能

を有するものであること。 

⑼ 起動装置 

省令第 21 条第４項第 14 号に規定する起動装置は、第８．「不活性ガス消火設備」．１．

⑿を準用すること。 

⑽ 音響警報装置 

省令第 21 条第４項第 15 号に規定する音響警報装置は、第８．「不活性ガス消火設備」．

１．⒀を準用すること。 

⑾ 放出表示灯 

省令 21 条第４項第 16 号に規定する放出表示灯は、第８．「不活性ガス消火設備」．１．

⒁を準用すること。 

⑿ 注意銘番 ◆ 

第８．「不活性ガス消火設備」．１．⒂を準用すること。 

⒀ 定圧作動装置 

省令第 21 条第４項第９号ハに規定する定圧作動装置は、「粉末消火設備の定圧作動装

置の基 準を定める件」（平成７年消防庁告示第４号）に適合すること。 

なお、原則として認定品を使用すること。◆ 

⒁ 噴射ヘッド 

省令第 21 条第１項第３号に規定する噴射ヘッドは、｢不活性ガス消火設備等の噴射ヘ

ッドの基準｣（平成７年消防庁告示第７号）に適合すること。 

なお、原則として認定品を使用すること。◆ 

⒂ 非常電源、配線等 

政令第 18 条第５号及び省令第 21 条第４項第 17 号に規定する非常電源、配線等は、第

第４．「屋内消火栓設備」．５を準用すること。 

 

３ 局所放出方式 

⑴ 局所放出方式の粉末消火設備の設置場所 

局所放出方式は、次に定める場所に設置することができるものであること。ただし、オ

ーバーヘッド方式によるものにあっては、この限りでない。 

ア 予想される出火箇所が特定の部分に限定される場所 

イ 全域放出方式又は移動式が不適当と認められる場所 

⑵ 貯蔵容器等の設置個数 

ア 放射区域（一の選択弁により消火剤が放射される区域をいう。以下同じ。）が相接し

て４以上ある場合は、貯蔵容器等を２個以上設置するものとし、貯蔵容器等が受け持つ

こととなる各放射区域の辺が相互に接することとならないように組み合わせること。こ

の場合、貯蔵容器等からの配管は別系統とし、放射区域が直列に並ぶ場合は１個おきに

放射区域を、また、放射区域が並列に並ぶ場合は、対角線上の放射区域をそれぞれ受け
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持つように組み合わせること（第 10－１図、第 10－２図参照）。 

 

・放射区域を①と③を一の貯蔵容

器等とすることができる。 

・放射区域②と④を一の貯蔵容器

等とすることができる。 

※図中の選択弁等は省略してある。 

 

第 10－１図 直列の放射区域ごとの貯蔵容器等の組み合わせ例 

 

・放射区域を①と③を一の貯蔵容

器等とすることができる。 

・放射区域②と④を一の貯蔵容器

等とすることができる。 

※図中の選択弁等は省略してある。 

 

 

 

第 10－２図 並列の放射区域ごとの貯蔵容器等の組合せ例 

 

イ 放射区域が相接して複数ある場合で隣接する３放射区域ごとに防火上有効な間仕切り

等で区画されている場合は、貯蔵容器等を１個とすることができる。 

⑶ 消火剤の貯蔵量 

省令第 21 条第３項第２号及び第３号によるほか、次によること。 

ア 前⑵．アにより貯蔵容器等を２個以上設置することとなる場合の貯蔵量は、それぞれ

の貯蔵容器等が受け持つ放射区域の貯蔵量のうち、最大となる量以上の量とすること。 

イ 前⑵．イにより貯蔵容器等を１個設置することとなる場合は、それぞれ隣接する２放

射区域の貯蔵量のうち最大となる量以上の量とすること（第 10－３図参照）。ただし、

放射区域が隣接して２個のみの場合で、放射区域が相互に３ｍ以上重複する場合にあっ

ては、それぞれの放射区域の貯蔵量のうち、最大となる量以上の量とすることができる

（第 10－４図参照）。 

ウ 駐車の用に供される部分にあっては、省令第 21 条第３項第２号及び第３号において

防護対象物の表面１㎡当りの消火剤量の割合で計算した量とあるのは、放射区域の床面

積１㎡当り の消火剤の量と読み替えること。 

 

隣接する放射区域のうち、①＋②と②＋③と

を比較し、隣接する大なる方を消火剤の貯蔵

量とすることができる。 

 

 

第 10－３図  ３放射区域のうち隣接する２放射区域の消火剤の最大貯蔵量の例 
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放射区域の①と②とが、相互に３ｍ以上重

複する場合は、大なる方を消火剤の貯蔵量

とすることができる。 

 

 

第 10－４図  ２放射区域のみで３ｍ以上の重複がある場合の消火剤の貯蔵量の例 

 

⑷ 貯蔵容器等の設置場所  

前２．⑴によること。 

⑸ 貯蔵容器等 

前２．⑵によること。 

⑹ 選択弁 

前２．⑶によること。 

⑺ 容器弁等 

前２．⑷によること。 

⑻ 配管等 

前２．⑸によること。  

⑼ 制御盤等 

前２．⑺によること。ただし、遅延装置は設けないことができる。 

⑽ 圧力調整器 

前２．⑻によること。 

⑾ 起動装置 

前２．⑼によること。 

⑿ 音響警報装置 

前２．⑽によること。 

⒀ 定圧作動装置 

前２．⒀によること。 

⒁ 噴射ヘッド 

省令第 21 条第２項第２号の噴射ヘッドは、「不活性ガス消火設備等の噴射ヘッドの基

準」（平成７年消防庁告示第７号）に適合すること。 

なお、原則として認定品を使用すること。◆ 

⒂ 非常電源、配線等 

前２．⒂によること。 

 

４ 移動式 

第８．「不活性ガス消火設備」．３を準用するほか、次によること。 

⑴ 開放式の機械式駐車場（昇降機等の昇降装置により車両を収容させるものをいい、工作

物に限る。以下、この項において同じ。）には、移動式粉末消火設備を次により設置する

ことで、省令第２１条第５項が引用する省令第１９条第６項第５号に規定する「火災のと

き煙が著しく充満する恐れのある場所以外の場所」として取り扱うことができるものとす

る。 
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なお、防火対象物の部分（内部）に機械式駐車場を設ける場合には、床面から上の部分

は２段迄、床面から下のピットとなる部分は１段 迄のものに限ること。 

ア 原則として、すべての車両の直近に容易に到達でき、政令第 18 条第２号に規定する

距離により有効に放射できるよう、機械式駐車場の各段に消火足場を施設すること。こ

の場合の消火足場は、消火活動上及び避難上支障ないよう、次により設置すること。 

なお、消火足場を各段に設置しなくても、すべての車両に直接有効に放射できる場合

には、２段毎に設置することができる。 

(ｱ) 消火足場は、消火活動上及び避難上支障のない強度を有すること。◆ 

(ｲ) 消火足場の天井高さは概ね２ｍ以上で、消火足場及びこれに通じる階段の有効幅

員は 60cm 以上とし、柵を設ける等転落防止措置を講じること。◆ 

(ｳ) 消火足場の各部分から異なる二方向以上の経路により地上に避難することができ

ること。◆ 

(ｴ) 地上から消火足場までの経路をはしごとする場合は、各段の昇降口が、直上段の

昇降口と相互に同一垂直線上にないようにすること。◆ 

イ 上下昇降式で、垂直の系統ごとに出し入れする方式のものの地下部分（地下２段迄の

ものに限る。）は、地上部分に設置した移動式粉末消火設備から有効に放射できるよう

次により設置すること（建築物の内部に設けるものは、地下１段迄のものに限る。）。 

(ｱ) 地下１段部分は、地上から放射できるようノズル放射口等を設置すること。◆ 

(ｲ) 地下２段部分は、地上から消火薬剤が有効に到達できるよう配管等を設置するこ

と。◆ 

(ｳ) 出火車両が容易に判別できる措置が講じられていること。◆ 

⑵ 建築物に該当する駐車場で、一の階に設置する移動式粉末消火設備の個数が５以上の場

合には、階毎（屋上を含む。）に扉を開放した旨が防災センター等に表示できること。 

 

５ 消火剤放射時の圧力損失計算等 

別記「消火剤放射時の圧力損失計算例」によること。 

 

６ 総合操作盤 

総合操作盤は、省令第 21 条第４項第 19 号によること。 

 

７ いたずら等による消火剤の放出事故防止対策 

第８．「不活性ガス消火設備」．８を準用すること。 
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別図第 10－１ 粉末消火設備系統図 

 

 

別図第 10－２ 粉末消火設備におけるＴ型継手の良い配管方法 

 

 

資料  粉末消火設備粉末容器付属機器図 
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  （10－１表参照） 

  

10－１表  
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２ 配管圧力損失計算は次によること（第 10－１図、第 10－２表参照） 

 

                    第 10－１図 

 

第 10－２表 継手等の直管相当長（ｍ）及び配管容積（Ｌ／ｍ） 
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  ⑦ 無次元加圧速度Ｔを求める（第 10－１表参照） 

   

  ⑧ 設計容器内圧 Pad を前Ｒ，Ｇ．Ｔ、γｄと別表第 10－15 からπｄを読みとり 

   
⑵ 配管圧力損失を次の順序で求める。 

配管の全等価長を求め、その配管に流れる消火材量で第 10－１図より⊿Ｐ／Ｌを読み 

⊿Ｐを求める。 
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別表第 10－１ 
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別表第 10－２ 
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別表第 10－３ 
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別表第 10－４ 
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別表第 10－５ 
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別表第 10－６ 
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別表第 10－７ 
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別表第 10－８ 
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別表第 10-９ 
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別表第 10－10 
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別表第 10－11 
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別表第 10－12 
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別表第 10－13 

 

 



第 10 粉末消火設備 

第 10－23  

別表第 10－14 
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別表第 10－15 

 

 


